
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
自
然
環
境
保
全
地
区
及
び
自
然
記
念
物
の
指
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九

○
狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
五
号

自
然
環
境
保
全
地
区
及
び
自
然
記
念
物
の
指
定（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号
の
二
）

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

二
の
表
中
「
日
野
原
の
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
及
び
生
息
地
」
を
「
日
野
の
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
及
び
生
息
地
」

に
改
め
る
。

公
　
　
　
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
生
活
介
護
支
援
く
ま
ち
ゃ
ん

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
熊
坂
貞
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
百
九
十
五
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
地
域
住
民
に
対
し
て
、
福
祉
活
動
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
高
齢
者
、
障
害
者
及
び
児
童
、
幼
児
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等
の
実
施

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
七
条
及
び
第
七
条
ノ
四
の
規

定
に
よ
り
、
狩
猟
免
許
試
験
等
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

第
一
　
狩
猟
免
許
試
験

一
　
試
験
日
時

平
成
十
四
年
八
月
二
十
二
日
（
木
）
及
び
同
月
二
十
三
日
（
金
）（
い
ず
れ
の
日
で
あ
る
か
は
、

申
請
者
ご
と
に
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

中
巨
摩
郡
敷
島
町
島
上
条
千
二
十
番
地
　
敷
島
総
合
文
化
会
館

三
　
受
験
資
格

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
第
五
条
又
は
第
六
条
に
該
当
し
な
い
者

四
　
試
験
科
目

１
　
適
性
試
験
　
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

２
　
知
識
試
験
　
鳥
獣
保
護
及
び
狩
猟
に
関
す
る
法
令
並
び
に
猟
具
及
び
鳥
獣
に
関
す
る
知
識

３
　
技
能
試
験
　
猟
具
の
安
全
な
取
扱
い
方
、
瞬
間
的
な
鳥
獣
の
判
別
等

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
申
請
の
際
に
当
該

許
可
証
を
提
示
し
た
場
合
に
は
、
（二）
の
書
類
の
提
出
は
要
し
な
い
。

（一）

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
狩
猟
免
許
申
請
書

（二）

申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
証
の
写
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
一
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

四
月
十
五
日

第
千
二
百
八
十
号

月　曜　日



（二）
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル

法
律
第
六
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
医
師
の
診
断
書

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
六

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
　
一
枚

２

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
　
五
千
三
百
円
。
た
だ
し
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
第
七

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
（
狩
猟
免
許
申
請
書
に
狩
猟
免
許
申
請
手

数
料
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
十
四
年
六
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
金
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。）。
た

だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
六
月
二
十
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先

申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
の
森
づ
く
り
推
進
課

第
二
　
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査

一
　
適
性
検
査
の
日
及
び
場
所

住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
適
性
検
査
の
対
象
者

平
成
十
一
年
四
月
十
六
日
以
降
に
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
の
規
定
に
よ
り
狩
猟
免
許

を
受
け
た
者
で
、
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

三
　
適
性
検
査
の
内
容

視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

四
　
適
性
検
査
に
併
せ
次
の
と
お
り
講
習
を
実
施
す
る
。

鳥
獣
保
護
及
び
狩
猟
に
関
す
る
法
令
並
び
に
鳥
獣
の
判
別
及
び
猟
具
の
取
扱
い

五
　
申
請
の
手
続

１
　
提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
の
五
の
１
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者

が
申
請
の
際
に
当
該
許
可
証
を
提
示
し
た
場
合
に
は
、
（二）
の
書
類
の
提
出
は
要
し
な
い
。

（一）

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
第
七
条
ノ
四
に
規
定
す
る
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

（二）

第
一
の
五
の
１
の
（二）
に
掲
げ
る
書
類

第
一
の
五
の
１
の
　
に
掲
げ
る
書
類

第
一
の
五
の
１
の
　
に
掲
げ
る
書
類

２

狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
　
二
千
九
百
円
（
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
二
千
九
百
円
に
相

当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
十
四
年
六
月
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
金
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。）。
た

だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
六
月
二
十
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先

申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
の
森
づ
く
り
推
進
課

第
三
　
問
い
合
わ
せ
先

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
五
二

〇
）
又
は
申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平

成
十
四
年
八
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
八
ヶ
岳
モ
ー
ル
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
　
代
表
取
締
役
　
藤
井
弘
毅

２
　
住
所
　
東
京
都
豊
島
区
高
田
二
丁
目
十
七
番
二
十
二
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
八
ヶ
岳
小
淵
沢
リ
ゾ
ー
ト
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
モ
ー
ル

（二）

所
在
地
　
北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
大
字
小
淵
沢
字
出
口
四
千
番

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口

１
　
出
入
口
の
数

１
　
出
入
口
の
数

の
数
及
び
位
置

三

四

２
　
出
入
口
の
位
置

２
　
出
入
口
の
位
置

届
出
の
周
辺
状
況
図
及
び

届
出
の
周
辺
状
況
図
及
び

駐
車
場
配
置
図
の
と
お
り

駐
車
場
配
置
図
の
と
お
り

３
　
変
更
す
る
年
月
日

県
が
駐
車
場
の
位
置
の
変
更
に
つ
い
て
、
軽
微
な
変
更
と
し
て
認
め
る
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
八
十
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

二
二
〇

（ ）三（ ）四

（ ）三（ ）四

（ ）三（ ）四



大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
八
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
榎
本
昌
譽

２
　
住
所
　
東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
十
四
番
四
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
国
母

（二）

所
在
地
　
甲
府
市
大
里
町
三
百
五
十
一
│
一
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　

住
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
│
二
│
十
八

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
六
十
五
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
四
月
一
日

山
梨
県
公
報
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